
仕  様  書 

 

１ 適  用 

  この仕様書は、米子市クリーンセンター余剰電力売却に適用する。 

 

２ 概  要 

(１)  件  名  米子市クリーンセンター余剰電力売却 

(２)  供給場所  米子市河崎３２８０番地１ 

          米子市クリーンセンター 

(３)  業  種     一般廃棄物（一般ごみ）焼却施設 

 

３ 履行期間 

平成２７年６月１日午前０時から平成２８年３月３１日午後１２時まで 

余剰電力売却開始日は、平成２７年６月１日午前０時とする。なお、本契約締結後、余剰電

力売却開始日までに、電力購入者は、一般電気事業者と託送契約の締結を行い、余剰電力託

送供給が可能な状態にすること。ただし、託送供給手続き等でやむを得ない事情が発生した

場合は、米子市と電力購入者の双方協議の上、余剰電力売却開始日を変更することができる。 

                

４ 仕  様 

(１) 供給電気方式等 

ア 供給式電気方式    交流３相３線式 

イ 供給電圧（標準電圧）   ２０，０００ボルト 

ウ 計量電圧（標準電圧）    ２０，０００ボルト 

エ 標準周波数    ６０ヘルツ 

オ 供給方式    １回線方式 

カ 非常用自家発電設備     １台（５００キロボルトアンペア 系統連携なし） 

(２) 契約電力等 

 ア 契約電力(需給電力) 

常時電力    ２，０００キロワット 

 イ 発電設備     ４，０００キロワット 一基 

(３) 電力量等の検針 

中国電力株式会社の設置する送電用電力量計により計量する。 

(４) 受給地点 

需要場所の受変電室における米子市が施設した受電設備の終端接続部接続端子と中国電

力株式会社の施設した終端接続部接続端子との接続点 

(５) 電気工作物の財産分界点 

受給地点に同じ。 

(６) 保安上の責任分界点 

受給地点に同じ 



(７) 発電設備の区分等 

当該発電施設は、電気事業法による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平

成２３年８月法律第１０８号。以下「特措法」という。）における既存の再生可能エネルギ

ー発電設備として、同法第６条に基づく経済産業大臣の認定を受けており、契約期間中は、

この発電設備から発生する電力の一部は、再生可能エネルギー電気とする。 

  ア 設備の区分         一般廃棄物発電設備 

                   （特措法施行規則第２条第十五号） 

  イ 調達価格に係る補助金    該当なし 

  ウ バイオマス比率       ５９．４パーセント（直近３ヵ年の実績値の平均） 

(８) 予定最大送電電力及び予定売却電力量 

 ア 予定最大送電電力        ２，１３０キロワット 

 イ 予定売却電力量     ２，６４６，６２０キロワット時（平成２５年度実績） 

（９）余剰電力量等の資料 

  ア バイオマス比率実績（直近三ヵ年平均）            別紙１のとおり 

  イ 平成２５・２６年度（１月まで）売電電力量実績（１月値）   別紙２のとおり 

  ウ 平成２５・２６年度（１月まで）売電電力量実績（１日値）   別紙３のとおり 

  エ 平成２５・２６年度（１月まで）売電電力量実績（１時間値）  別紙４のとおり 

 

５ 受給電力量の区分算定 

  次のとおりの区分とする。 

（１）特措法の買取対象電力については、受給電力量にバイオマス比率を乗じた電力量とする。 

（２）「平日昼間時間帯」の「夏季」の電力量 

（１）を差し引いた受給電力量のうち、７月１日から９月３０日までの期間の毎日午前８時

から午後１０時までの時間帯における受給電力量。 

 ただし、日曜日、祝日（「国民の祝日に関する法律」に規定する休日）における受給電力を

除く。 

（３）「平日昼間時間帯」の「その他季」の電力量 

  （１）及び（２）を差し引いた受給電力量のうち、毎日午前８時から午後１０時までの時間 

帯における受給電力量。 

 ただし、日曜日、祝日（「国民の祝日に関する法律」に規定する休日）及び１月２日、１月

３日、１月４日、１２月３０日、１２月３１日における受給電力を除く。 

（４）「その他時間帯」の電力量 

  （１）、（２）及び（３）を差し引いた受給電力量。 

 

６ 履行期間中における電力量料金の算出方法（１ヶ月あたり） 

  電力量料金は、上記５により区分された受給電力量に料金単価を乗じたものとする。 

  なお、この単価については当該入札に係る内訳書に記載の単価とする。 

  

７ その他 



（１） 仕様書に定めのないその他の供給条件については、当該地域を管轄する一般電気事業者

の定めに準じるものとし、米子市と電力購入者の双方協議により定めるものとする。 

（２） 料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。 

ア 消費税及び地方消費税相当額を含む。支払金額に１円未満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てた金額とする。 

イ 余剰電力量の単位は、１キロワット時とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五

入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


